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令和7年（ 2 0 2 5年）1 2月 1日 

総 務 委 員 会 資 料 

総務部ＤＸ推進室デジタル政策課 

(第１０７号議案) 

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

執行機関 事務 

１ （略） （略） 

～ ～ 

２１ （（略） （略） 

２２ 区長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する

事務であって規則で定めるもの 
 

執行機関 事務 

１ （略） （略） 

～ ～ 

２１ （（略） （略） 
 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 児童育成手当の支給に関

する事務であって規則で

定めるもの 

行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第十九

条第八号に基づく利用特定個人情報の提

供に関する命令（令和６年デジタル庁・総

務省令第９号。以下「省令」という。）第

２条の表１の項に規定する地方税関係情

報（以下「地方税関係情報」という。）若

しくは住民票関係情報（以下「住民票関係

情報」という。）、同表４８の項に規定す

る障害者関係情報（以下「障害者関係情

報」という。）、法第９条第３項に規定す

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 児童育成手当の支給に関

する事務であって規則で

定めるもの 

行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第十九

条第八号に基づく利用特定個人情報の提

供に関する命令（令和６年デジタル庁・総

務省令第９号。以下「省令」という。）第

２条の表１の項に規定する地方税関係情

報（以下「地方税関係情報」という。）若

しくは住民票関係情報（以下「住民票関係

情報」という。）、同表４８の項に規定す

る障害者関係情報（以下「障害者関係情

報」という。）、法第９条第３項に規定す
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る戸籍関係情報（以下「戸籍関係情報」と

いう。）、同表２の項に規定する公的給付

支給等口座登録簿関係情報（以下「公的給

付支給等口座登録簿関係情報」という。）、

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施

のための預貯金口座の登録等に関する法

律施行規則（令和３年デジタル庁令第１

０号）第５条各号に掲げる事項又は住登

外者宛名番号管理機能による住登外者の

情報の管理に関する情報（以下「住登外者

宛名情報」という。）であって、規則で定

めるもの 

２ （略） （略） （略） 

３ 区長 ひとり親家庭等の医療費

の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者

関係情報、戸籍関係情報、公的給付支給等

口座登録簿関係情報、公的給付の支給等

の迅速かつ確実な実施のための預貯金口

座の登録等に関する法律施行規則第５条

各号に掲げる事項又は住登外者宛名情報

であって、規則で定めるもの 

４ 区長 福祉住宅の管理に関する

事務であって規則で定め

るもの 

障害者関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

５ 区長 介護保険に係る特別給付

における寝具乾燥サービ

スに関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

６ 区長 介護保険に係る保険料の地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

る戸籍関係情報（以下「戸籍関係情報」と

いう。）、同表２の項に規定する公的給付

支給等口座登録簿関係情報（以下「公的給

付支給等口座登録簿関係情報」という。）

又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な

実施のための預貯金口座の登録等に関す

る法律施行規則（令和３年デジタル庁令

第１０号）第５条各号に掲げる事項であ

って、規則で定めるもの 

 

 

 

２ （略） （略） （略） 

３ 区長 ひとり親家庭等の医療費

の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者

関係情報、戸籍関係情報、公的給付支給等

口座登録簿関係情報又は公的給付の支給

等の迅速かつ確実な実施のための預貯金

口座の登録等に関する法律施行規則第５

条各号に掲げる事項であって、規則で定

めるもの 

４ 区長 福祉住宅の管理に関する

事務であって規則で定め

るもの 

障害者関係情報であって規則で定めるも

の 

５ 区長 介護保険に係る特別給付

における寝具乾燥サービ

スに関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

６ 区長 介護保険に係る保険料の地方税関係情報であって規則で定めるも
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減額に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

あって、規則で定めるもの 

７ 区長 外出の困難な重度身体障

害者等に係る電話の基本

料金等の助成に関する事

務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

８ 区長 車椅子を利用する在宅の

身体障害者等に係る外出

の支援に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

９ 区長 私立の幼稚園等の保育料

等に係る補助金の交付に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

１０ 区長 屋外での移動が困難な障

害者等に係る外出の支援

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

１１ 区長 重度障害者等の居住する

住宅に係る浴室等の改善

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

１２ 区長 生活に困窮する外国人に

係る生活保護の措置に関

する事務であって規則で

定めるもの 

省令第２条の表２の項に規定する医療保

険給付関係情報（以下「医療保険給付関係

情報」という。）、地方税関係情報、同項

に規定する介護保険給付等関係情報（以

下「介護保険給付等関係情報」という。）、

減額に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

の 

７ 区長 外出の困難な重度身体障

害者等に係る電話の基本

料金等の助成に関する事

務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

８ 区長 車椅子を利用する在宅の

身体障害者等に係る外出

の支援に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

９ 区長 私立の幼稚園等の保育料

等に係る補助金の交付に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

１０ 区長 屋外での移動が困難な障

害者等に係る外出の支援

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

１１ 区長 重度障害者等の居住する

住宅に係る浴室等の改善

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

１２ 区長 生活に困窮する外国人に

係る生活保護の措置に関

する事務であって規則で

定めるもの 

省令第２条の表２の項に規定する医療保

険給付関係情報（以下「医療保険給付関係

情報」という。）、地方税関係情報、同項

に規定する介護保険給付等関係情報（以

下「介護保険給付等関係情報」という。）、
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同表１３の項に規定する生活保護関係情

報（以下「生活保護関係情報」という。）、

同表１７の項に規定する児童扶養手当関

係情報（（以下「児童扶養手当関係情報」と

いう。）、同表１１の項に規定する障害者

自立支援給付関係情報（以下「障害者自立

支援給付関係情報」という。）、母子及び

父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）による給付金、特別児童扶養

手当等の支給に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当若しくは国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第３４号。以下「昭和６０年法律第

３４号」という。）附則第９７条第１項の

福祉手当の支給に関する情報、母子保健

法（昭和４０年法律第１４１号）による養

育医療の給付若しくは養育医療に要する

費用の支給に関する情報、同表４２の項

に規定する児童手当関係情報（（以下「児童

手当関係情報」という。）、学校保健安全

法（昭和３３年法律第５６号）による医療

に要する費用についての援助に関する情

報又は住登外者宛名情報であって、規則

で定めるもの 

１３ 区長 保育所保育料の減額に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者

関係情報、生活保護関係情報、省令第２条

の表１３の項に規定する中国残留邦人等

同表１３の項に規定する生活保護関係情

報（以下「生活保護関係情報」という。）、

同表１７の項に規定する児童扶養手当関

係情報、同表１１の項に規定する障害者

自立支援給付関係情報（以下「障害者自立

支援給付関係情報」という。）、母子及び

父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）による給付金、特別児童扶養

手当等の支給に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当若しくは国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第３４号）附則第９７条第１項の

福祉手当の支給に関する情報、母子保健

法（昭和４０年法律第１４１号）による養

育医療の給付若しくは養育医療に要する

費用の支給に関する情報、同表４２の項

に規定する児童手当関係情報又は学校保

健安全法（昭和３３年法律第５６号）によ

る医療に要する費用についての援助に関

する情報であって、規則で定めるもの 

 

 

 

 

１３ 区長 保育所保育料の減額に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者

関係情報、生活保護関係情報又は省令第

２条の表１３の項に規定する中国残留邦
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支援給付関係情報（以下「中国残留邦人等

支援給付関係情報」という。）又は住登外

者宛名情報であって、規則で定めるもの 

１４ （（略） （略） （略） 

１５ 区長 中野区保育所保育料等の

徴収等に関する条例第１

０条の規定による認証保

育所その他の保育施設を

利用する児童の保護者に

対する補助金の交付に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

１６ 区長 心身障害者の医療費の助

成に関する条例による医

療費の助成に関する事務

であって規則で定めるも

の 

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

による障害児入所支援に関する情報、障

害者関係情報、生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付関係情報、障害者自立

支援給付関係情報又は住登外者宛名情報

であって、規則で定めるもの 

１７ 区長 外出の困難な身体障害者

等に係るタクシー又はガ

ソリン等の供給に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報で

あって、規則で定めるもの 

１８ 区長 高校生等の医療費の助成

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報又は住

登外者宛名情報であって、規則で定める

もの 

１９ 区長 おむつの支給に関する事地方税関係情報、介護保険給付等関係情

人等支援給付関係情報（以下「中国残留邦

人等支援給付等関係情報」という。）であ

って、規則で定めるもの 

１４ （（略） （略） （略） 

１５ 区長 中野区保育所保育料等の

徴収等に関する条例第１

０条の規定による認証保

育所その他の保育施設を

利用する児童の保護者に

対する補助金の交付に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

１６ 区長 心身障害者の医療費の助

成に関する条例による医

療費の助成に関する事務

であって規則で定めるも

の 

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

による障害児入所支援に関する情報、障

害者関係情報、生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係情報又は障害者

自立支援給付関係情報であって、規則で

定めるもの 

１７ 区長 外出の困難な身体障害者

等に係るタクシー又はガ

ソリン等の供給に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則で定めるも

の 

１８ 区長 高校生等の医療費の助成

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報であ

って、規則で定めるもの 

１９ 区長 おむつの支給に関する事地方税関係情報又は介護保険給付等関係
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務であって規則で定める

もの 

報又は住登外者宛名情報であって、規則

で定めるもの 

２０ 区長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者

関係情報、戸籍関係情報、公的給付支給等

口座登録簿関係情報、公的給付の支給等

の迅速かつ確実な実施のための預貯金口

座の登録等に関する法律施行規則第５条

各号に掲げる事項、医療保険給付関係情

報、介護保険給付等関係情報、生活保護関

係情報、児童扶養手当関係情報、障害者自

立支援給付関係情報、母子及び父子並び

に寡婦福祉法による給付金、特別児童扶

養手当等の支給に関する法律による障害

児福祉手当若しくは特別障害者手当若し

くは昭和６０年法律第３４号附則第９７

条第１項の福祉手当の支給に関する情

報、母子保健法による養育医療の給付若

しくは養育医療に要する費用の支給に関

する情報、児童手当関係情報、学校保健安

全法による医療に要する費用についての

援助に関する情報、中国残留邦人等支援

給付関係情報又は児童福祉法による障害

児入所支援に関する情報であって、規則

で定めるもの 
 

務であって規則で定める

もの 

情報であって、規則で定めるもの 

 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

  

附 則  

この条例は、令和８年１月５日から施行する。  
 


